
◆◆◆在ベルギー日本国大使館安全対策メールマガジン◆◆◆ 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○在外選挙（在外公館投票の実施について） 

 

○１２月及び年末年始の休館日のご案内 

 

○２０１３年休館日のご案内 

 

○１１月の邦人に対する犯罪被害例 

 

○パスポートの保管場所と有効期間は大丈夫ですか？ 

 

○緊急時の通信手段（短波ラジオの重要性） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○在外選挙（在外公館投票の実施について） 

 

 第４６回衆議院議員総選挙に伴い，在ベルギー日本国大使館では，在外公館投票を実施し

ます。詳細はこちらをご覧ください。 

 

http://www.be.emb-japan.go.jp/document/senkyo_121127.pdf 

 

（候補者・名簿届出政党等情報） 

 

http://www.soumu.go.jp/senkyo/46ge/index.html 

 

○１２月及び年末年始の休館日のご案内 

 

  毎週土曜日、日曜日及び以下の祭日（★は日本の休日） 

 

 ２５日（火）クリスマス 

 

 ３１日（月）～１月３日（木）行政機関の休日★ 

https://webmail.eu.open.mofa.go.jp/OWA/redir.aspx?C=f46634cbe1f048a69e07ba74e805b045&URL=http%3a%2f%2fwww.be.emb-japan.go.jp%2fdocument%2fsenkyo_121127.pdf
https://webmail.eu.open.mofa.go.jp/OWA/redir.aspx?C=f46634cbe1f048a69e07ba74e805b045&URL=http%3a%2f%2fwww.soumu.go.jp%2fsenkyo%2f46ge%2findex.html


 

 （なお，当館では，当地の祝休日を休館日としており，これが本邦行政機関の祝休日数（本

年は年間１３日）に満たない場合には，それに加えて残りの日数（本年は３日）について本邦

祝休日の一部を充てておりますので，ご理解願います。） 

 

○２０１３年休館日のご案内 

 

 ２０１３年の休館日が決まりました。 

 

詳細はこちらをご覧ください。 

http://www.be.emb-japan.go.jp/japanese/aboutus_j/practical.html#

kyukanbi2013 

 

○１１月の邦人に対する犯罪被害例 

 

１１月中に大使館に届けられた邦人の犯罪被害の件数は，１６件であり，今年に入ってから

の被害届出合計数は，１１月末現在，１８８件（昨年同期比：＋１２）となっています。 

 

今月のコメント！： 

 

※１０月に引き続き，液体をかけられ，拭いている間に置引きに遭う被害が発生しています。

相手は複数で話しかけたりするケースもありますので，決して相手にせずその場を立ち去る

ようにしてください。 

 

※クリスマスや年末年始の休暇で自宅を留守にする場合は，貴重品を分散しておくなど，空

き巣に遭った場合の被害を最小限にするとともに，再度，自宅の防犯対策の見直しをお勧め

します。 

 

【被害届分析表】及び【被害例】はこちらをご覧ください。  

 

http://www.be.emb-japan.go.jp/document/higaijirei_2012_11.pdf  

 

○パスポートの保管場所と有効期間は大丈夫ですか？ 

 

 年末年始を控え，日本への一時帰国やベルギー国内外への旅行を計画されていらっしゃる

方も少なくないと思われますが，毎年よく見られるパスポートに関する事案を以下に記載しま

https://webmail.eu.open.mofa.go.jp/OWA/redir.aspx?C=f46634cbe1f048a69e07ba74e805b045&URL=http%3a%2f%2fwww.be.emb-japan.go.jp%2fjapanese%2faboutus_j%2fpractical.html%23kyukanbi2013
https://webmail.eu.open.mofa.go.jp/OWA/redir.aspx?C=f46634cbe1f048a69e07ba74e805b045&URL=http%3a%2f%2fwww.be.emb-japan.go.jp%2fjapanese%2faboutus_j%2fpractical.html%23kyukanbi2013
https://webmail.eu.open.mofa.go.jp/OWA/redir.aspx?C=f46634cbe1f048a69e07ba74e805b045&URL=http%3a%2f%2fwww.be.emb-japan.go.jp%2fdocument%2fhigaijirei_2012_11.pdf


す。パスポートの新規発給，更新には原則４日必要であり，休館日との関係で，対応困難とな

る場合もありますので，念のため，ご自身のパスポートにつき今一度ご確認をお願いします。

なお，シェンゲン域内への移動であっても，パスポートを所持する義務がありますので，ご注

意願います。 

 

 １．出発前日（又は当日）にパスポートの保管場所がわからない（紛失の可能性）。 

 

   →旅行を延期せざるを得なくなり，変更・キャンセル料の発生等，余計な経費が生じてき

ます。早めの確認をお願いします。 

 

 ２．パスポートの残存期間が少ない又は有効期限が切れている。 

 

   →第三国への入国時にパスポートの残存期間が３ヶ月以上必要である等，何らかの条件

がある場合，入国できない可能性があります。事前に当該国の入国時における情報を確認し

てください。 

 

  また，有効期限が切れている場合は当該パスポートを使用できません。 

 

 ３．査証欄に空き頁がない。 

 

   →査証を必要とする国の場合，査証申請を受理してもらえない可能性があります。 

 

    査証欄の増補（１回限り可能）又は新規にパスポート申請をしてください。 

 

○緊急時の通信手段（短波ラジオの重要性） 

 

 携帯電話やインターネット等の情報通信手段が格段に進歩した今日にあっても，特に政変

や大規模自然災害等の緊急事態発生時において，こうした通信手段が利用不可能となる事

態も想定されます。外務省では，このような状況下でも有効と思われる手段の一つとして，短

波ラジオについてお知らせを出していますので，ご参考にしていただければ幸い。 

 

http://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_tanpa.html 
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